
（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標

記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別添 3



改

正

後

改

正

前

（
特
定
無
線
設
備
等
）

（
特
定
無
線
設
備
等
）

第
二
条

法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
特
定
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

［
同
上
］

［
一
～
四
十
六

略
］

［
一
～
四
十
六

同
上
］

四
十
七

施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
以
下

四
十
七

施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
以
下

「
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
同
規
則

「
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
三
・
四

第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
三
・
四

以
上
四
・
八

未
満
又
は
七
・
二
五

以
上
一
〇
・

以
上
四
・
八

未
満
又
は
七
・
二
五

以
上
一
〇
・
二
五

未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

二
五

未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

GHz

［
四
十
七
の
二

略
］

［
四
十
七
の
二

同
上
］

四
十
七
の
三

超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
設
備
規
則
第

［
新
設
］

四
十
九
条
の
二
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
七
・
五
八
七

以
上
八
・
四

未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

GHz

GHz

る
も
の

［
四
十
八
～
七
十
七

略
］

［
四
十
八
～
七
十
七

同
上
］

２

法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
の
特
別
特
定
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
の
特
別
特
定
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

前
号
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備
と
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
前
項
第
十
九
号
、
第
十
九
号
の
二
、

二

前
号
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備
と
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
前
項
第
十
九
号
、
第
十
九
号
の
二
、

第
十
九
号
の
三
か
ら
第
十
九
号
の
四
ま
で
、
第
四
十
七
号
の
三
及
び
第
七
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備

第
十
九
号
の
三
か
ら
第
十
九
号
の
四
ま
で
及
び
第
七
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備

別
表
第
一
号

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
（
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
関
係
）

別
表
第
一
号

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
（
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
関
係
）

一

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

［
同
上
］

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(1)

(２)

(1)

(２)

特
性
試
験

［
同
上
］

(３)

(３)

申
込
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
従
つ
て
試
験
を
行
い
、
か
つ
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。

ア

次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る
試
験
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ

ア

［
同
上
］

れ
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
等
を
使
用
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
方
法
に
よ
り
同
表
の
四
の
欄
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
つ
て
試
験
を
行
う
。

四

特
定
無
線
設
備
の
種
別

四

特
定
無
線
設
備
の
種
別

一

一

［
略
］

第
二
条

第
二
条

［
略
］

［
同
上
］

第
二
条

［
同
上
］

装

二

試

験

項

目

三

測

定

器

等

第
一
項

第
一
項

装

二

試

験

項

目

三

測

定

器

等

第
一
項

第
四
十

第
四
十

第
四
十

七
号

の

七
号
の

七
号
の

置

二
の
無

三
の
無

置

二
の
無



線
設
備

線
設
備

線
設
備

送

周
波
数

周
波
数
計
又
は
ス
ペ
ク
ト

［
略
］

○

○

［
略
］

送

周
波
数

周
波
数
計
又
は
ス
ペ
ク
ト

［
同
上
］

○

［
同
上
］

信

ル
分
析
器

信

ル
分
析
器

装

装

置

占
有
周
波
数
帯
幅

擬
似
音
声
発
生
器
又
は
擬

［
略
］

○

○

［
略
］

置

占
有
周
波
数
帯
幅

擬
似
音
声
発
生
器
又
は
擬

［
同
上
］

○

［
同
上
］

似
信
号
発
生
器

似
信
号
発
生
器

バ
ン
ド
メ
ー
タ
又
は
ス
ペ

バ
ン
ド
メ
ー
タ
又
は
ス
ペ

ク
ト
ル
分
析
器

ク
ト
ル
分
析
器

ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不

低
周
波
発
振
器

［
略
］

○

○

［
略
］

ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

○

［
同
上
］

要
発
射
の
強
度

ス
プ
リ
ア
ス
電
力
計
又
は

要
発
射
の
強
度

ス
プ
リ
ア
ス
電
力
計
又
は

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

空
中
線
電
力

電
力
計
、
電
界
強
度
測
定

［
略
］

○

○

［
略
］

空
中
線
電
力

電
力
計
、
電
界
強
度
測
定

［
同
上
］

○

［
同
上
］

器
又
は
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析

器
又
は
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析

器

器

比
吸
収
率

比
吸
収
率
測
定
装
置

［
略
］

［
略
］

比
吸
収
率

比
吸
収
率
測
定
装
置

［
同
上
］

［
同
上
］

周
波
数
偏
移
、
周
波
数
偏

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

周
波
数
偏
移
、
周
波
数
偏

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

位
又
は
変
調
度

直
線
検
波
器
又
は
変
調
度

位
又
は
変
調
度

直
線
検
波
器
又
は
変
調
度

計

計

変
調
衝
撃
係
数

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

変
調
衝
撃
係
数

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

プ
レ
エ
ン
フ
ァ
シ
ス
特
性

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

プ
レ
エ
ン
フ
ァ
シ
ス
特
性

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

直
線
検
波
器

直
線
検
波
器

搬
送
波
電
力

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

搬
送
波
電
力

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

総
合
周
波
数
特
性

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

総
合
周
波
数
特
性

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

電
力
計

電
力
計

総
合
歪
及
び
雑
音

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

総
合
歪
及
び
雑
音

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

直
線
検
波
器

直
線
検
波
器



歪
率
雑
音
計

歪
率
雑
音
計

送
信
立
ち
上
が
り
時
間
及

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
又
は
ス

［
略
］

［
略
］

送
信
立
ち
上
が
り
時
間
及

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
又
は
ス

［
同
上
］

［
同
上
］

び
送
信
立
ち
下
が
り
時
間

ペ
ク
ト
ル
分
析
器

び
送
信
立
ち
下
が
り
時
間

ペ
ク
ト
ル
分
析
器

送
信
時
間

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

送
信
時
間

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

力
又
は
帯
域
外
漏
え
い
電

電
力
測
定
用
受
信
機
又
は

力
又
は
帯
域
外
漏
え
い
電

電
力
測
定
用
受
信
機
又
は

力

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

力

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

い
と
き
の
電
力

電
力
測
定
用
受
信
機
又
は

い
と
き
の
電
力

電
力
測
定
用
受
信
機
又
は

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

送
信
速
度

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

送
信
速
度

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

受

副
次
的
に
発
す
る
電
波
等

電
界
強
度
測
定
器
又
は
ス

［
略
］

○

○

［
略
］

受

副
次
的
に
発
す
る
電
波
等

電
界
強
度
測
定
器
又
は
ス

［
同
上
］

○

［
同
上
］

信

の
限
度

ペ
ク
ト
ル
分
析
器

信

の
限
度

ペ
ク
ト
ル
分
析
器

装

装

置

感
度

標
準
信
号
発
生
器

［
略
］

［
略
］

置

感
度

標
準
信
号
発
生
器

［
同
上
］

［
同
上
］

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑
音

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑
音

計

計

通
過
帯
域
幅

標
準
信
号
発
生
器

［
略
］

［
略
］

通
過
帯
域
幅

標
準
信
号
発
生
器

［
同
上
］

［
同
上
］

周
波
数
計

周
波
数
計

［
同
上
］

［
同
上
］

レ
ベ
ル
計

レ
ベ
ル
計

減
衰
量

標
準
信
号
発
生
器

［
略
］

［
略
］

減
衰
量

標
準
信
号
発
生
器

［
同
上
］

［
同
上
］

周
波
数
計

周
波
数
計

レ
ベ
ル
計

レ
ベ
ル
計

ス
プ
リ
ア
ス
・
レ
ス
ポ
ン

標
準
信
号
発
生
器

［
略
］

［
略
］

ス
プ
リ
ア
ス
・
レ
ス
ポ
ン

標
準
信
号
発
生
器

［
同
上
］

［
同
上
］

ス

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑
音

ス

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑
音

計

計



隣
接
チ
ャ
ネ
ル
選
択
度

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
選
択
度

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

標
準
信
号
発
生
器

標
準
信
号
発
生
器

レ
ベ
ル
計
又
は
オ
シ
ロ
ス

レ
ベ
ル
計
又
は
オ
シ
ロ
ス

コ
ー
プ

コ
ー
プ

感
度
抑
圧
効
果

標
準
信
号
発
生
器

［
略
］

［
略
］

感
度
抑
圧
効
果

標
準
信
号
発
生
器

［
同
上
］

［
同
上
］

レ
ベ
ル
計

レ
ベ
ル
計

相
互
変
調
特
性

標
準
信
号
発
生
器

［
略
］

［
略
］

相
互
変
調
特
性

標
準
信
号
発
生
器

［
同
上
］

［
同
上
］

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑
音

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑
音

計

計

局
部
発
振
器
の
周
波
数
変

周
波
数
計

［
略
］

［
略
］

局
部
発
振
器
の
周
波
数
変

周
波
数
計

［
同
上
］

［
同
上
］

動

動

デ
ィ
エ
ン
フ
ァ
シ
ス
特
性

低
周
波
発
振
器

［
略
］

［
略
］

デ
ィ
エ
ン
フ
ァ
シ
ス
特
性

低
周
波
発
振
器

［
同
上
］

［
同
上
］

直
線
検
波
器

直
線
検
波
器

総
合
歪
及
び
雑
音

標
準
信
号
発
生
器

［
略
］

［
略
］

総
合
歪
及
び
雑
音

標
準
信
号
発
生
器

［
同
上
］

［
同
上
］

歪
率
雑
音
計

歪
率
雑
音
計

［
注
１
～

略
］

［
注
１
～

同
上
］

23

23

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ウ

申
込
設
備
が
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
四
、
第
四
号
の
五
、
第
四
号
の
六
、
第
九
号
、
第
十
一
号
の

ウ

申
込
設
備
が
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
四
、
第
四
号
の
五
、
第
四
号
の
六
、
第
九
号
、
第
十
一
号
の

三
、
第
十
一
号
の
四
、
第
十
一
号
の
五
（
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

三
、
第
十
一
号
の
四
、
第
十
一
号
の
五
（
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る

も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
六
（
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の

も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
六
（
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の

通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も

通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も

の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
七
、
第
十
一
号
の
八
、
第
十
一
号
の
九
（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式

の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
七
、
第
十
一
号
の
八
、
第
十
一
号
の
九
（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式

携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使

携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使

用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
十
（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方

用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
十
（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方

式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が

式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が

使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
十
一
、
第
十
一
号
の
十
二
、
第

使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
十
一
、
第
十
一
号
の
十
二
、
第

十
一
号
の
十
三
（
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
十
四
（
陸
上
移
動

十
一
号
の
十
三
（
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
十
四
（
陸
上
移
動

局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
四
号
、
第
十
四
号
の
二
、
第
二
十
号
の
二
、
第
二
十
二

局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
四
号
、
第
十
四
号
の
二
、
第
二
十
号
の
二
、
第
二
十
二

号
、
第
二
十
五
号
の
三
、
第
二
十
五
号
の
六
、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
八
号
の
二
、
第
二
十
八
号
の
二
の

号
、
第
二
十
五
号
の
三
、
第
二
十
五
号
の
六
、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
八
号
の
二
、
第
二
十
八
号
の
二
の

三
、
第
二
十
八
号
の
二
の
四
、
第
三
十
号
の
二
、
第
三
十
号
の
三
、
第
四
十
六
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四

三
、
第
二
十
八
号
の
二
の
四
、
第
三
十
号
の
二
、
第
三
十
号
の
三
、
第
四
十
六
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四



十
七
号
の
二
、
第
四
十
七
号
の
三
、
第
五
十
七
号
、
第
五
十
七
号
の
二
、
第
五
十
七
号
の
三
又
は
第
五
十

十
七
号
の
二
、
第
五
十
七
号
、
第
五
十
七
号
の
二
、
第
五
十
七
号
の
三
又
は
第
五
十
七
号
の
四
で

七
号
の
四
で
あ
る
場
合
に
は
、
総
合
動
作
特
性
試
験
器
等
を
使
用
し
て
、
当
該
申
込
設
備
の
総
合
動
作
試

あ
る
場
合
に
は
、
総
合
動
作
特
性
試
験
器
等
を
使
用
し
て
、
当
該
申
込
設
備
の
総
合
動
作
試
験

験
（
設
備
規
則
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
第
四
項
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
五

（
設
備
規
則
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
第
四
項
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二

第
三
項
、
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
号
、
第
四
十

十
五
第
三
項
、
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三

九
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
、
同
項
第
二
号
ロ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
四

号
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
、
同
項
第
二
号
ロ
並
び
に
第
二
項
第
一
号

十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四
十
九
条
の

及
び
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
か
ら
第

六
の
六
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
項
第
一
号
、
第
四
十
九
条
の
七
第
一
号
ロ

、
第
四
十
九

三
号
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
六
の
六
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
項
第
一
号
、
第
四
十

(4)

条
の
八
の
三
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
十
八
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
並
び
に
ロ

及
び

、
同

九
条
の
七
第
一
号
ロ

、
第
四
十
九
条
の
八
の
三
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
十
八
第
一
号

(1)

(3)

(2)

(3)

(4)

条
第
二
号
イ

及
び

か
ら

ま
で
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
一
号
イ

、
同
条
第
二
号
イ

及
び

イ

か
ら

ま
で
並
び
に
ロ

及
び

、
同
条
第
二
号
イ

及
び

か
ら

ま
で
、
第
四
十
九
条

(1)

(3)

(5)

(2)

(1)

(1)

(3)

(2)

(3)

(1)

(3)

(5)

、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
三
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
四
、
第
四
十
九

の
二
十
三
第
一
号
イ

、
同
条
第
二
号
イ

及
び

、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
三
第
一
号
イ
及

(2)

(2)

(1)

(2)

条
の
二
十
四
の
二
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
三
第
一

び
第
二
号
イ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
四
、
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
二
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま

号
及
び
第
二
号
ロ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
、
第
四
十
九
条
の
二

で
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
ロ
、
第
四
十
九

十
七
第
二
項
、
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
三
項
第
四
号
、
第
五
十
四
条
第
二
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
、
第
五
十

条
の
二
十
七
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
、
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
二
項
、
第
五
十

四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
同
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
五
十
七
条
の

四
条
第
二
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
、
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
同
条
第
二

二
の
二
第
三
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
三
項
に
定
め
る
条
件
へ
の
適
合
を
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
五
十
七
条
の
二
の
二
第
三
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
三

す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法
に
よ
り
審
査
す
る
試
験
を
い
う
。
）
を
行
う
。

項
に
定
め
る
条
件
へ
の
適
合
を
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

［
二
・
三

略
］

方
法
に
よ
り
審
査
す
る
試
験
を
い
う
。
）
を
行
う
。

様
式
第
７
号

（第
８
条
第
20条

第
27
条
及
び
第
36
条
関
係

）

［
二
・
三

同
上
］

、
、

表
示
は

次
の
様
式
に
記
号
Ｒ
及
び
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
又
は
工
事
設
計
認
証
番
号
を
付
加
し
た
も
の
と
様
式
第
７
号

（第
８
条
第
20条

第
27
条
及
び
第
36
条
関
係

）

、
、

、

す
る

表
示
は

次
の
様
式
に
記
号
Ｒ
及
び
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
又
は
工
事
設
計
認
証
番
号
を
付
加
し
た
も
の
と

。
、

［様
式
略

］

す
る
。

［注
１
３
略

］

［様
式
同
左

］

～

４
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
の
最
初
の
３
文
字
は
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
登
録
証
明
機
関
又
は
承
認
証

［注
１
３
同
左

］

～

明
機
関
の
区
別
と
し
４
文
字
目
又
は
４
文
字
目
及
び
５
文
字
目
は
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
い
次
表

４

［同
左

］

、

に
定
め
る
と
お
り
と
し

そ
の
他
の
文
字
等
は
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ
と

、
。

特
定
無
線
設
備
の
種
別

記
号

特
定
無
線
設
備
の
種
別

記
号

［略

］

［同
左

］

第
２
条
第
１
項
第
4
7号
の
２
に
掲
げ
る
無
線
設
備

Ｖ
Ｕ

第
２
条
第
１
項
第
4
7号
の
２
に
掲
げ
る
無
線
設
備

Ｖ
Ｕ

第
２
条
第
１
項
第
47
号
の
３
に
掲
げ
る
無
線
設
備

Ｕ
Ｏ

［同
左

］

［略

］

［５
略

］

［５
同
左

］



備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。

別添 3


